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公共施設マネジメント基本計画改定等支援業務委託仕様書 

 

１ 業務名称 

公共施設マネジメント基本計画改定等支援業務委託 

 

２ 業務の目的 

三芳町（以下「本町」という。）では、令和３年３月に「三芳町公共施設マ

ネジメント基本計画」を策定した。 

改定から約５年が経過し、この間の社会情勢の変化等に対して改めて点検す

る時期にある。 

そこで本業務では、公共施設に係る基本情報を更新するとともに国の指針等

や様々な社会状況の変化などを踏まえて、また、本町の将来像を見据えて、公

共施設の在り方を検証し、社会情勢や町民ニーズに即した公共施設マネジメン

トを実現するため、「三芳町公共施設マネジメント基本計画（以下「基本計画」

という。）」の見直しを行うことを目的とする。 

 

○現計画は以下の三芳町のホームページを参照すること。 

トップページ >町政情報 >町の施策・計画 >三芳町公共施設マネジメント 

 

３ 履行期間 

契約締結日から令和９年（２０２７年）３月１９日まで 

 

４ 対象施設 

「基本計画」が対象としている公共施設及びインフラ資産（以下「公共施

設等」という。） 

ただし、今後、新設等を予定している施設も本計画に反映すること。 

 

５ 業務内容 

受注者は、業務全般にわたって、専門的見地から発注者に対し提案を行うと

ともに、発注者と連絡を密にし、次に掲げる業務を実施するものとする。 

（１）計画・準備 

○業務着手にあたり、業務実施体制、業務実施工程、業務内容を記載した業務 

実施計画書を作成し、町に承認を得ること。 

 

（２）計画の進捗状況の検証 

○施設分類別の再配置方策について、進捗状況を確認し、進捗状況に応じた課 

題を検証する。 

○検証結果に基づき、施設保有量の削減効果を検証する。 

○検証結果を踏まえ、計画改定にあたっての課題を整理する。 

 

（３）データ等の時点更新 
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○現計画で使用している図表等を最新化するため、データの時点更新を行う。 

なお、三芳町公共施設等総合管理計画をはじめとする各種計画からの引用 

部分についても更新対象とする。 

○将来的な人口規模に応じた施設総量の適正化を検討するために必要なデー 

タの収集及び分析を行う。 

○現計画の評価方法の見直しを提案するほか、公共施設カルテの様式を見直 

すとともに施設情報を以下の通り更新する。 

①施設に関する情報の整理 

施設カルテの情報項目（別紙１）について、令和８年３月３１日時点の情 

報を収集し、根拠資料を施設毎に整理すること。また、整理した情報は、 

容易に検索できるように統一的な番号を用いて関連性をもたせること。 

また、次期マネジメント計画及び次期保全計画で収集・整理・分析する情 

報項目を踏まえ、施設カルテの情報項目の追加を検討すること。 

追加する情報項目を含め、施設に関する情報は根拠資料と関連付けるこ 

と。 

②施設カルテの情報更新 

追加した情報項目を含めた新たな施設カルテの様式を提案すること。 

また、①で整理した情報を施設カルテ（Excel ファイル）に反映させるこ 

と。 

その他、各情報の表示方法等については、発注者と協議の上、決定 

すること。 

 

（４）計画の改定 

○本町の財政状況を前提に、物価・建設コストの上昇、社会情勢の変化やこれ 

までの取り組み実績及び各施設の再編に係る課題並びに全国的な公共施設 

マネジメントの動向を基に、基本計画の見直しを行う。 

○藤久保地域拠点施設整備等事業や三芳町小中学校再編計画、（仮称）地域活 

性化発信交流拠点整備計画等を踏まえるほか、公共施設等総合管理計画の 

改訂に関する国からの通知内容や上位関連計画、施設の役割及び位置づけ 

等を整理して整合を図ること。 

○上記（２）から（３）までの結果を踏まえ、削減目標、計画最終年度（２０ 

６０年度）までの更新費、概算長期保全計画、大規模修繕と更新の時期、適 

正化方策（再配置方策）及び実施時期等について見直しを行う。 

○令和９年度以降の第２期アクションプラン策定を見越した情報の整理や資 

料の作成を行うこと。 

 

 

（５）検討会議等の運営支援 

○庁内実施検討チームであるプロジェクトチーム及び分野別及び地域別の検 

討部会のファシリテーション等の運営支援を行う。（３回程度開催予定） 

○課長職級で構成する推進会議において、進捗報告及び合意調整、策定した 
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計画の説明等の補助を行う。（３回程度開催予定） 

〇受注者は、検討委員会の資料を作成するとともに、会議に出席して議事録 

を作成する。また、必要に応じて質疑等の支援を行う。 

 

（６）パブリックコメントの実施支援 

○発注者は、計画改定（案）について、広く町民の意見を聴取するため、 

パブリックコメントを実施する。受注者は、パブリックコメント用の原稿案 

を作成するとともに、寄せられた意見等における回答案の作成及び計画案 

の修正等、パブリックコメントの実施に関する支援を行う。 

 

（７）打合せ協議 

○本業務の打合せ協議は、事業着手時、中間時、納品前に実施することとする 

が、業務遂行上、必要な場合は適宜実施する。 

○受注者は、打合せ協議終了後、速やかに打合せ協議記録簿を作成し、発注者 

に提出し確認を得ること。 

○打合せ場所は、三芳町役場を基本とするが、その他スムーズな意思疎通を図 

り業務の手戻りを防ぐため、電話、メール等で随時打合せを実施すること。 

 

６ 成果品 

本業務における納入成果品は次のとおりとする。 

①三芳町公共施設マネジメント計画改定版製本 

（Ａ４判クルミ製本）１０部 

②三芳町公共施設マネジメント計画改定版（概要版） データのみ 一式 

③業務報告書（Ａ４判ファイル綴り） １部 

④その他、本業務において作成及び使用した各種資料等 一式 

⑤上記の電子媒体（ＣＤ－Ｒ） 一式 

 

７ その他 

①本町の条例、規則を遵守し、本町にとって適切な成果物が作成されるよう 

本町の立場に立ち業務を遂行すること。また、必要な事項について積極的 

に提案を行うこと。 

②本業務において豊富な経験・知識を有する業務責任者を配置し、適切な人 

員配置のもとで業務を遂行すること。 

③本業務に着手する時点で詳細なスケジュールを提出し、随時、最新版に更 

新を行うこと。また、本業務の進捗状況について定期的に本町に報告する 

こととともに、その進め方、手法については必要に応じて本町と打合せを 

行うこと。 

④調査等の実施に際しては、本町関係課と連携をとること。 

⑤本業務の実施に当たり作成した成果物等の全ての著作権は、本町に帰属 

 するものとすること。 

⑥その他、本業務の実施に必要な事項や内容に疑義が生じた場合、または仕 

様書に定めのない事項は、本町と受託者で協議の上、決定するものとする。 


